
（令和７年10月１日施行） 

予防接種実施規則 

（昭和三十三年厚生省令第二十七号） 

予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第十五条の規定に基き、予防接種実

施規則を次のように定める。 
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第一章 総則 

（通則） 

第一条 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。）に基い

て行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 

（使用接種液） 

第二条 予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条及び第二十四条におい

て「医薬品医療機器等法」という。）第四十三条第一項に規定する検定に合格し、

かつ、医薬品医療機器等法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定め

る基準に現に適合している接種液を用いなければならない。 

（接種用器具の滅菌等） 

第三条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバ



ルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。 

２ 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなけれ

ばならない。 

（健康状態を診断する方法） 

第四条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察と

する。 

（母子健康手帳の提示） 

第五条 定期の予防接種等を行う者は、その対象者が母子保健法（昭和四十年法律

第百四十一号）第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児

又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、

母子健康手帳の提示を求めなければならない。 

（説明と同意の取得） 

第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に

対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得る

よう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。 

２ 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に

定める者が当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由

により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき（保護

者のあるときに限る。）は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各

号に定める者が前項の同意をすることができる。 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規

定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

又は同法第六条の四に規定する里親（以下この号において「里親等」とい

う。）に委託されている場合 当該里親等 

二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設（以下この号において「児

童福祉施設」という。）に入所している場合 当該児童福祉施設の長 

三 児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により児童相談所による一時

保護が加えられている場合 当該児童相談所長 

（予防接種を受けることが適当でない者） 

第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則（昭

和二十三年厚生省令第三十六号）第二条第二号から第十号までに掲げる者とする。 

（接種後の注意事項の通知） 

第七条 予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事

項を知らせなければならない。 

一 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けるこ



と。 

二 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事

又は市町村長に通報すること。 

三 前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事

  項 

（臨時の予防接種） 

第八条 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳

炎、結核、Ｈｉｂ感染症、肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）、ヒト

パピローマウイルス感染症、水痘、Ｂ型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエ

ンザ、肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）又は新型コロナウイルス

感染症の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十三章までに

定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接

種の回数等に応じて決定しなければならない。 

 

第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症の予防接

 種 

（第一期予防接種の初回接種） 

第九条 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せ

きジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日

せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリ

ア破傷風混合ワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下（沈降精製百日せき

ジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンにおいては、筋肉

内又は皮下。第四項及び第六項並びに次条第二項及び第三項を除き、以下この条

及び次条において同じ。）に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキ

ソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎

回〇・五ミリリットルとする。 

２ 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷

風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破

傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワク

チンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎

回〇・五ミリリットルとする。 

３ 急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア

破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテ

リア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下

に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮



下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

４ Ｈｉｂ感染症の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア

破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をお

いて三回筋肉内又は皮下に注射するか、又は、次の表の上欄に掲げる対象者ごと

に、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 

 

対象者 方法 

初回接種の開始時に生後

二月から生後七月に至る

までの間にある者 

生後十二月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスｂ

型ワクチンを二十七日（医師が必要と認めるとき

は、二十日）以上の間隔をおいて三回皮下に注射す

るものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルと

する。 

初回接種の開始時に生後

七月に至った日の翌日か

ら生後十二月に至るまで

の間にある者 

生後十二月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスｂ

型ワクチンを二十七日（医師が必要と認めるとき

は、二十日）以上の間隔をおいて二回皮下に注射す

るものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルと

する。 

初回接種の開始時に生後

十二月に至った日の翌日

から生後六十月に至るま

での間にある者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを一回皮下に注射

するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとす

る。 

５ 予防接種法施行令（昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。）第

三条第二項に規定するところにより、Ｈｉｂ感染症の予防接種を受けることがで

きなかったと認められ、Ｈｉｂ感染症に係る法第五条第一項の政令で定める者と

された者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後

六十月に至るまでの間にある者とみなし、前項の規定を適用する。 

６ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時

に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活

化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋

肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

７ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の

予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフ

ィルスｂ型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混

合ワクチンを、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、



ジフテリア、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰

白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風

及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製

百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを第一項

に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミ

リリットルとする。 

８ ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回

接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合

ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈

降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急

性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せ

き、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン

又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリ

ア、百日せき及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びＨｉｂ

感染症について、ジフテリア、破傷風及びＨｉｂ感染症について、百日せき、急

性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症につ

いて又は急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予

防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィ

ルスｂ型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するもの

とし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

９ ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈

降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日

せきジフテリア破傷風混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に

注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔

をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとす

る。 

１０ ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行

う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポ

リオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化

ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジ

フテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急

性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降

精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン又は



沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア及

びＨｉｂ感染症について、百日せき及びＨｉｂ感染症について、急性灰白髄炎及

びＨｉｂ感染症について又は破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期

の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモ

フィルスｂ型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射する

ものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

（第一期予防接種の追加接種） 

第十条 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せ

きジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日

せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア

破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第

一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ

ヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリ

オ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、急性灰

白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不

活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風

不活化ポリオ混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六

月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリッ

トルとする。 

２ Ｈｉｂ感染症の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア

破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを前条の初回接種終了後前項

に規定する間隔をおいて一回筋肉内若しくは皮下に注射するか、又は、乾燥ヘモ

フィルスｂ型ワクチンを前条の初回接種終了後七月以上の間隔をおいて一回皮下

に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

ただし、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった

者が、前条の初回接種を終了せずに生後十二月を超えた場合であって、追加接種

に乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用するときは、同条の初回接種に係る最後

の注射終了後二十七日（医師が必要と認めるときは、二十日）以上の間隔をおい

て一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

３ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時

に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活

化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定す

る間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリ

リットルとする。 

４ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の



予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフ

ィルスｂ型混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混

合ワクチンを、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、

ジフテリア、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰

白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について又は、百日せき、急性灰白髄炎、破傷

風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精

製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを前条

の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、

接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

５ ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加

接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合

ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈

降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急

性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せ

き、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン

又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリ

ア、百日せき及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びＨｉｂ

感染症について、ジフテリア、破傷風及びＨｉｂ感染症について、百日せき、急

性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症につ

いて又は急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予

防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィ

ルスｂ型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一

回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

６ ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈

降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン、

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せ

きジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、

ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第

一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ

ヘモフィルスｂ型混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリ

オ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテ

リア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰

白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製

百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン又は沈降



精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを、ジフテリア及びＨ

ｉｂ感染症について、百日せき及びＨｉｂ感染症について、急性灰白髄炎及びＨ

ｉｂ感染症について又は破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予

防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィ

ルスｂ型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一

回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

（第二期予防接種） 

第十一条 ジフテリア又は破傷風の第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混

合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルと

する。 

２ ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリ

ア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリ

リットルとする。 

 

第三章 麻しん及び風しんの予防接種 

（第一期予防接種） 

第十二条 麻しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒

生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五

ミリリットルとする。 

２ 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻し

ん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリ

ットルとする。 

３ 麻しん及び風しんについて同時に行う第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん

風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリッ

トルとする。 

（第二期予防接種） 

第十三条 麻しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒

生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五

ミリリットルとする。 

２ 風しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻し

ん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリ

ットルとする。 

３ 麻しん及び風しんについて同時に行う第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん

風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリッ

トルとする。 



 

第四章 日本脳炎の予防接種 

（第一期予防接種） 

第十四条 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワク

チンを六日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇

・五ミリリットルとする。 

ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。 

２ 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後

六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するも

のとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。 

（第二期予防接種） 

第十五条 日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回

皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

 

第五章 結核の予防接種 

（接種の方法） 

第十六条 結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチンの懸濁液を上

腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。 

２ 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管

針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。 

３ 接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。 

 

第六章 小児の肺炎球菌感染症の予防接種 

（接種の方法） 

第十七条 肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の予防接種の初回接種は、

次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うも

のとする。 

対象者 方法 

初回接種の開始時に生後

二月から生後七月に至る

までの間にある者 

 

 

生後二十四月に至るまでの間に、沈降十五価肺炎球

菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワ

クチンを二十七日以上の間隔をおいて三回筋肉内又

は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五

ミリリットルとする。ただし、生後十二月を超えて



 

 

第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射を

行わないものとする。 

初回接種の開始時に生後

七月に至った日の翌日か

ら生後十二月に至るまで

の間にある者 

生後二十四月に至るまでの間に、沈降十五価肺炎球

菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワ

クチンを二十七日以上の間隔をおいて二回筋肉内又

は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五

ミリリットルとする。 

初回接種の開始時に生後

十二月に至った日の翌日

から生後二十四月に至る

までの間にある者 

沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価

肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔をおい

て二回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量

は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

初回接種の開始時に生

後二十四月に至った日の

翌日から生後六十月に至

るまでの間にある者 

沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価

肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注

射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルと

する。 

２ 肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の予防接種の追加接種は、初回

接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項

の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後

十二月に至った日以降において、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二

十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量

は、〇・五ミリリットルとする。 

３ 令第三条第二項に規定するところにより、肺炎球菌感染症（小児がかかるもの

に限る。）の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症

（小児がかかるものに限る。）に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた

者については、初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十

月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規定を適用する。 

 

第七章 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種 

（接種の方法） 

第十八条 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げる

いずれかの方法（第四号に掲げる方法については、第一回目の接種時に十二歳と

なる日の属する年度の初日から十五歳に至るまでの間にある者に対して当該予防

接種を行う場合に限る。）により行うものとする。 

ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない

事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間



隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。 

一 組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をお

いて二回筋肉内に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射

から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回

〇・五ミリリットルとする方法 

二 組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をお

いて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するも

のとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法 

三 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をお

いて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するも

のとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法 

四 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを五月以上の間隔をお

いて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする

方法 

 

第八章 水痘の予防接種 

（接種の方法） 

第十九条 水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを三月以上の間隔を

おいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

 

第九章 Ｂ型肝炎の予防接種 

（接種の方法） 

第二十条 Ｂ型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンを二十七日

以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上

の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリッ

トルとする。 

２ 令第三条第二項に規定するところにより、Ｂ型肝炎の定期の予防接種を受ける

ことができなかったと認められ、Ｂ型肝炎に係る法第五条第一項の政令で定める

者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の

下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。 

対象者 方法 

予防接種の開始時に一歳

以上十歳未満である者 

 

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔

をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射か

ら百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射す



 

 

 

 

 

るものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットル

とする。ただし、第二回目以降の接種の開始時に十

歳以上である者にあっては、筋肉内又は皮下に注射

するものとし、第二回目以降の接種量は、〇・五ミ

リリットルとする。 

予防接種の開始時に十歳

以上である者 

 

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンを二十七日以上の間

隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射した後、第一

回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回

筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎

回〇・五ミリリットルとする。 

 

第十章 ロタウイルス感染症の予防接種 

（接種の方法） 

第二十一条 ロタウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれか

の方法により行うものとする。 

ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない

事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間

隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。 

一 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回経口

投与するものとし、接種量は毎回一・五ミリリットルとする方法 

二 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回経口

投与するものとし、接種量は毎回二ミリリットルとする方法 

 

第十一章 インフルエンザの予防接種 

（接種の方法） 

第二十二条 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザＨＡワクチンを

毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

 

第十二章 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種 

（接種の方法） 

第二十三条 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）の定期の予防接種は、

二十三価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射す

るものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

 

第十三章 新型コロナウイルス感染症の予防接種 



（接種の方法） 

第二十四条 新型コロナウイルス感染症の定期の予防接種は、毎年十月一日から翌

年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとす

る。 

一 コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和五年八月二日

に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２オミクロン株ＸＥＣに対する抗原を含むワクチンに限る。）を一回筋

肉内に注射するものとし、接種量は、〇・六ミリリットルとする方法 

二 コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和六年五月二十

九日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲ

Ｓ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＬＰ．８．１に対する抗原を含むワクチンに限

る。）を充塡済シリンジ剤により一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇

・三ミリリットルとする方法 

三 組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和六年九月五日

に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２オミクロン株ＬＰ．８．１に対する抗原を含むワクチンに限る。）を

一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法 

四 コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和六年十月三日

に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―

ＣｏＶ―２オミクロン株ＬＰ．８．１に対する抗原を含むワクチンに限る。）を

一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法 

五 コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和七年八月二十

八日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲ

Ｓ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＸＥＣに対する抗原を含むワクチンに限る。）を一

回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法 

第十四章 帯状疱疹の予防接種 

（接種の方法） 

第二十五条 帯状疱疹の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法によ

り行うものとする。 

一 乾燥弱毒生水痘ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリ

ットルとする方法 

二 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを二月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射する

ものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法（医師が医学的知見に

基づき必要と認める場合にあっては、当該ワクチンを一月以上の間隔をおいて二

回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法） 



 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（日本脳炎の予防接種に係る特例） 

第二条 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であ

り、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち

三回の接種を受けていない者（接種を全く受けていない者を除く。）であって令

第三条の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するも

のが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十四条の規定にか

かわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。 

２ 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、

かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受け

ていない者であって令第三条の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第

二号に規定するものが、第十四条の例により接種を受けたときは、同条の規定に

かかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。 

３ 第一項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けた

ものとみなされた者であって令第三条の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第二

号に規定するもの及び前項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の

予防接種を受けたものとみなされた者に係る第十五条の規定の適用については、

同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第二項に規定する日本脳

炎の第一期の予防接種の追加接種終了後六日以上の間隔をおいて」とする。 

第三条 平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者（以下

「特例対象者」という。）であって日本脳炎の予防接種のうち四回の接種を受け

ていないもの（接種を全く受けていない者を除く。）に係る残りの日本脳炎の予

防接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養

日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、

毎回〇・五ミリリットルとする。 

ただし、第四回目の接種については、九歳以上の者に対して行うものとする。 

２ 特例対象者であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの（以下「特例

対象未接種者」という。）に係る日本脳炎の予防接種の第一回目の接種は、第十

四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ

ンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

３ 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第二回目の接種は、第十四条及

び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第一回目の接種後六日以上の間隔を



おいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇

・五ミリリットルとする。 

４ 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第三回目の接種は、第十四条及

び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第二回目の接種後六月以上の間隔を

おいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇

・五ミリリットルとする。 

５ 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第四回目の接種は、第十四条及

び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、九歳以上の者に対し、第三回目の接

種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するも

のとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

（急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例） 

第四条 急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、当分の間、第八条の規定にかかわらず、

経口生ポリオワクチンを経口投与することができることとし、その場合の接種方

法及び接種量は、別に定める。 

（風しんの第五期予防接種） 

第五条 令附則第三項において読み替えて適用する令第三条第一項の規定による風

しんの第五期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風

しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリット

ルとする。 


